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Notice from the Yao city

特
殊
詐
欺
対
策
機
器
を
貸
し
出
し
ま
す

　
市
内
の
特
殊
詐
欺
被
害

の
未
然
防
止
を
図
る
た

め
、
市
内
の
高
齢
者
に
対

し
て
特
殊
詐
欺
対
策
機
器

を
貸
し
出
し
ま
す
。

●
対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
世
帯
構

成
員
全
員
が
65
歳
以
上
か
つ
、
申
請
時
年
度

の
住
民
税
が
非
課
税
の
人　

●
定
員　



人

申
込
順


申
問
12
月

日
〜
。
電
子
申
請
・
窓
口
・
郵

送
。
〒



・




清
水
町

・


・

八
尾
商
工
会
議
所
会
館
内
・
産
業
政

策
課




・




FAX



・






住
生
活
総
合
調
査
に
ご
協
力
を

　
12
月

日
、
全
国
で
住
生
活
基
本
法
に
基

づ
く
住
生
活
の
安
定
・
向
上
に
係
る
総
合
的

な
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
住
生

活
総
合
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
11
月
下
旬
か

ら
対
象
世
帯
に
調
査
票
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
住
生
活
総
合
調
査
事
務
局
TEL




・




・



11
月
21
日
〜
12
月
28
日


人
権
週
間

　
昭
和
23
年
に
国
連
で
「
世
界
人
権
宣
言
」

が
採
択
さ
れ
た
12
月
10
日
を
最
終
日
と
す
る

12
月

日
〜
10
日
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め

て
い
ま
す
。
お
互
い
を
尊
重
し
な
が
ら
共
に

生
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
機
会

に
改
め
て
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。

●
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談
…
時
毎

月
原
則
第

・

水
曜
日
14
時
30
分
〜
16
時

30
分


人

時
間
、
予
約
制
　
所
市
役

所
本
館
10
階
市
民
相
談
室　
対
市
内
在
住
・

在
勤
者　
内
身
の
周
り
で
起
こ
っ
た
人
権
問

題
に
つ
い
て
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応

じ
ま
す

●
街
頭
啓
発
…
時
12
月

日
㈪

時
〜　
所

市
内
各
駅

申
問
人
権
政
策
課
TEL



・




FAX




・





会
議
の
傍
聴

※
定
各
10
人

❶
は

人

抽
選
。
開
会

10
分
前
ま
で
に
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

❶
八
尾
市
選
挙
管
理
委
員
会
12
月
定
例
会　

時
12
月

日
㈮
10
時
〜　
所
市
役
所
本
館


階
選
挙
管
理
委
員
会
室　
内
八
尾
市
選
挙
人

名
簿
か
ら
の
抹
消
お
よ
び
定
時
登
録
に
つ
い

て
ほ
か

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
TEL



・





FAX



・





❷
八
尾
市
農
業
委
員
会
第

回
総
会　
時
12

月

日
㈮
13
時
30
分
〜　
所
八
尾
商
工
会
議

所
会
館

階
多
目
的
室　
内
農
地
法
に
基
づ

く
許
可
申
請
に
つ
い
て
ほ
か

問
農
業
委
員
会
事
務
局
TEL



・





FAX



・





❸
八
尾
市
教
育
委
員
会
12
月
定
例
会　
時
12

月
22
日
㈮
10
時
〜　
所
市
役
所
本
館

階
委

員
会
室

問
教
育
政
策
課
TEL



・




FAX




・





一
人
一
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る

「
差
別
の
な
い
社
会
の
推
進
」
に
向
け
て

関
す
る
法
律
」




理
解
増
進
法


が
施
行
さ
れ
、
社
会
に
お
い
て
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
へ
の
理
解
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

 　
人
権
尊
重
の
社
会
の
実
現

　
本
市
で
は
、
令
和

年

月
に
「
第


次
八
尾
市
人
権
教
育
・
啓
発
プ
ラ
ン
」
を

改
定
し
、一
人
一
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、

差
別
の
な
い
、
共
に
認
め
合
い
、
す
べ
て

の
生
活
領
域
で
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ

と
な
く
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
人
権
教
育
や
啓

発
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
の
推
進
に

お
い
て
、
人
権
尊
重
の
視
点
を
も
っ
て
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
人
権
尊
重
の
社
会
の
実
現
に
は
、
わ
た

し
た
ち
一
人
一
人
が
人
権
問
題
を
「
誰
か

の
こ
と
」
で
は
な
く
「
自
分
事
」
と
し
て
、

気
づ
き
、
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。「
人
権
週
間
」を
き
っ
か
け
と
し
て
、

広
く
「
人
権
」
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と

す
る
た
め
、
街
頭
啓
発
や
ポ
ス
タ
ー
掲
示

な
ど
の
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
改
め

て
「
人
権
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
人
権
政
策
課
TEL



・




FAX




・





　
　
人
権
と
は

　
人
が
人
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
権
利
が
「
人

権
」
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
11
条
に
お

い
て
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権

利
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
一
人

一
人
に
と
っ
て
身
近
で
大
切
な
も
の
で
、

人
が
生
き
て
い
く
う
え
で
誰
も
が
平
等
に

持
っ
て
い
る
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で

す
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

　
社
会
に
は
、
女
性
、
こ
ど
も
、
高
齢
者
、

障
が
い
の
あ
る
人
、
同
和
問
題

部
落
差

別
、
外
国
人
な
ど
に
か
か
わ
る
問
題
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵
害
、






な
ど
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を

と
り
ま
く
人
権
問
題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
国
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
を
保
障

す
る
た
め
、
平
成
28
年

月
に
「
障
害
者

差
別
解
消
法
」、
月
に
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
解
消
法
」、
12
月
に
「
部
落
差
別
解
消

推
進
法
」
の
い
わ
ゆ
る
差
別
解
消

法
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和

年

月
に
「
性
的
指
向

及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

多
様
性
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に


